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  まちづくり目標について 
 

１ まちづくり目標とは 

まちづくり目標とは、総合計画に掲げた将来のまちの姿（将来像）を実現するため、大き

な分野の政策方針のことです。 

 

【参考：第５次総合計画のまちづくり目標】 

１．健やかな成長と人間力をのばせるまち（子育て・教育） 

２．みんなが安心して暮らせる絆のあるまち（健康・福祉） 

３．市民とともにつくる安全なまち（消防・防災・消費生活） 

４．未来を支える産業の活性化と環境にやさしいまち（産業・環境） 

５．自然と共生した快適に定住できるまち（都市整備） 

（６．まちづくり目標推進のために（協働、情報提供、行財政等）） 

 

 このまちづくり目標に基づき、すべての分野の基本的な施策を位置付けています。 

 

■まちづくり目標のイメージ（第５次総合計画後期基本計画Ｐ14～18、Ｐ24参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６次総合計画の策定に向けて、市民アンケート結果や高校生・市民ワークショップ結果

等でのご意見、キーワードなどをふまえながら、はじめにまちづくり目標の見直し、策定を

行っていきます。  
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２ まちづくり目標案（事務局案） 

第６次総合計画における、まちづくり目標の分野分け案（事務局案）は以下のとおりです。 

  ① （教育分野） 

  ② （安全・安心分野） 

  ③ （健康福祉分野） 

  ④ （産業・観光・環境分野） 

  ⑤ （都市整備分野） 

○  （行政経営分野） 

 

※ 安全・安心分野については、市民アンケートや市民ワークショップの結果において、

市民の関心が高いため、一つの柱としている。「行政経営」分野については、各柱を支え

る土台としてとらえる。 

 

（イメージ） 
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1 子どもを産み、育てやすい環境づくり

平均点：2.95

Ａ：満足度が低く、重要度が高い Ｂ：満足度が高く、重要度も高い

Ｃ：満足度が低く、重要度も低い Ｄ：満足度が高く、重要度は低い

平均点：3.89

2 子育てと仕事の両立支援

12 地域医療の充実

45 財政の健全化

28 商業・サービス業の活性化

25 特色ある産業の支援

40 公共交通と情報通信の利便性向上 26 就労環境の充実

41 市民力あふれるまちづくり

23 災害に対する防災対策の強化

16 高齢者が安心して暮らせるための支援

22 犯罪のない安全な

まちづくり

4 家庭・地域・学校が

連携した健康な
子どもの育成

33 クリーンなまちづくりの推進

24 消防体制の

充実、強化

17 障害のある人の社会参加と自立した生活の支援

3 援助が必要な子どもと家庭の支援

30 地域に根ざした工業の強化

29 観光の振興

44 効率的で効果的な組織体制づくり

31 自然環境の

保全、活用

35 秩序あるまちづくりの推進

38 相生の特性を活かす景観と緑化の推進

27 農林水産業の振興

10 誰もが気軽に楽しめるスポーツの推進
9 文化に触れ、

参画できる環境づくり

36 上・下水道の

整備、維持

34 斎場・墓地の

適正な管理

42 情報提供の充実

15 高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進

20 事故のない安全なまちづくり

32 地球温暖化防止に向けた循環型社会の推進

39 道路網の整備

8 地域における青少年健全育成の環境づくり

11 人権を尊重し、みんなで生きる社会づくり

21 安心して消費生活が送れるまちづくり

37 港湾の有効活用と河川環境の保全

19 生活困窮者への的確な援護と自立支援

43 改革に挑戦する市役所づくり

7 いつでもどこでも学べる環境づくり
14 地域福祉活動の支援

5 たくましい人を育てる教育の推進

13 健康づくりと

予防対策の推進

6 安心して学べる

教育環境づくり

18 社会保障制度の安定した運営

３ 各種意見聴取結果のまとめ 

（１）市民アンケート結果からみる次期計画のキーワード、方向性 

①めざすべき相生市像を表す言葉（キーワード）（上位 10項目） 

意見内容 

・心の豊かさ ・自然の豊かさ ・安心  ・安全  ・支え合い 

・生きがい ・元気  ・経済的な豊かさ ・にぎわい ・便利さ 

 

②相生市の将来イメージ（上位５項目） 

意見内容 

・安全で安心して暮らせるまち   ・健康でいきいき元気いっぱい暮らせるまち 

・子育て支援の充実した、子育て応援のまち ・地域で互いに支え合い、ふれあえる福祉のまち 

・活力あふれる産業のまち 

 

③第５期計画の施策・事業に対する市民の相対的な満足度・重要度 
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分野 項 目 満足度 重要度 領域 

子育て・ 

教育 

１ 子どもを産み、育てやすい環境づくり 3.29  4.33  Ｂ 

２ 子育てと仕事の両立支援 3.11  4.20  Ｂ 

３ 援助が必要な子どもと家庭の支援 3.03  4.05  Ｂ 

４ 家庭・地域・学校が連携した健康な子どもの育成 3.23  4.06  Ｂ 

５ たくましい人を育てる教育の推進 3.05  3.97  Ｂ 

６ 安心して学べる教育環境づくり 3.08  4.03  Ｂ 

７ いつでもどこでも学べる環境づくり 3.03  3.78  Ｄ 

８ 地域における青少年健全育成の環境づくり 2.99  3.73  Ｄ 

９ 文化に触れ、参画できる環境づくり 2.96  3.58  Ｄ 

10 誰もが気軽に楽しめるスポーツの推進 2.94  3.64  Ｃ 

11 人権を尊重し、みんなで生きる社会づくり 3.05  3.77  Ｄ 

健康・ 

福祉 

12 地域医療の充実 2.50  4.46  Ａ 

13 健康づくりと予防対策の推進 3.07  4.05  Ｂ 

14 地域福祉活動の支援 3.00  3.79  Ｄ 

15 高齢者の生きがいづくりと社会参加の推進 3.00  3.88  Ｄ 

16 高齢者が安心して暮らせるための支援 2.98  4.16  Ｂ 

17 障害のある人の社会参加と自立した生活の支援 2.97  4.01  Ａ 

18 社会保障制度の安定した運営 3.09  4.02  Ｂ 

19 生活困窮者への的確な援護と自立支援 3.00  3.73  Ｄ 

消防・ 

防災・ 

消費生活 

20 事故のない安全なまちづくり 3.08  3.88  Ｄ 

21 安心して消費生活が送れるまちづくり 3.03  3.73  Ｄ 

22 犯罪のない安全なまちづくり 3.20  4.09  Ｂ 

23 災害に対する防災対策の強化 3.01  4.26  Ｂ 

24 消防体制の充実、強化 3.16  3.99  Ｂ 

産業・ 

環境 

25 特色ある産業の支援 2.62  3.94  Ａ 

26 就労環境の充実 2.68  3.96  Ａ 

27 農林水産業の振興 2.87  3.68  Ｃ 

28 商業・サービス業の活性化 2.56  3.92  Ａ 

29 観光の振興 2.71  3.70  Ｃ 

30 地域に根ざした工業の強化 2.70  3.84  Ｃ 

31 自然環境の保全、活用 2.88  3.81  Ｃ 

32 地球温暖化防止に向けた循環型社会の推進 2.96  3.78  Ｄ 

33 クリーンなまちづくりの推進 3.17  3.91  Ｂ 

34 斎場・墓地の適正な管理 3.13  3.54  Ｄ 

都市整備 

35 秩序あるまちづくりの推進 2.91  3.74  Ｃ 

36 上・下水道の整備、維持 3.24  3.79  Ｄ 

37 港湾の有効活用と河川環境の保全 3.00  3.70  Ｄ 

38 相生の特性を活かす景観と緑化の推進 2.92  3.69  Ｃ 

39 道路網の整備 2.96  3.81  Ｄ 

40 公共交通と情報通信の利便性向上 2.66  3.96  Ａ 

行財政 

41 市民力あふれるまちづくり 2.74  3.92  Ａ 

42 情報提供の充実 2.91  3.66  Ｃ 

43 改革に挑戦する市役所づくり 2.80  3.80  Ｃ 

44 効率的で効果的な組織体制づくり 2.82  3.83  Ｃ 

45 財政の健全化 2.79  4.02  Ａ 

 全体平均 2.95  3.89   
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『子育て・教育』分野については、満足度が高いＢやＤの項目が多く、継続した取り組み

が必要です。 

 『健康・福祉』分野については、満足度が低く重要度が高い（Ａ）「地域医療」や「障害者

支援」の充実が強く求められているものの、他の施策・事業では満足度が高いＢやＤの項目

が多く、医療・健康・福祉の連携強化を図りながら、継続した取り組みが必要です。 

 『消防・防災・消費生活』分野については、満足度が高いＢやＤの項目が多く、継続した取

り組みが必要です。 

 『産業・環境』分野については、特に『産業』に関するすべての施策・事業が満足度の低い

Ａ、Ｃの項目となっており、最優先の課題となっています。 

 『都市整備』分野については、Ａの「公共交通と情報通信の利便性の向上」以外では、重要

度の低いＣ、Ｄの項目が多く、取り組みの継続や中長期的な充実が必要です。 

『行財政（まちづくり目標の推進）』分野については、すべてＡもしくはＣとなっており、

満足度が低いため、さらなる充実・推進が必要です。 

 

④各分野において充実が求められている主な施策 

分野 主な施策 

子育て支援 
・保育施設・サービスの充実  ・子どもの遊び場の整備 

・子育てに対する経済的支援 ・相談体制の充実 

教育・文化振興 
・子どもの知・徳・体の育成  ・学校園の施設整備・充実 

・青少年の健全育成  ・郷土愛の醸成 

健康・医療 
・救急医療体制の充実  ・健康診査の充実 

・地域での健康づくりへの支援 

福祉 
・高齢者・障害者の入所施設の充実 ・介護人材の確保・育成 

・経済面での生活支援の充実 ・高齢者・障害者の社会参加の促進 

防災 
・情報提供や防災意識の啓発 ・緊急避難支援体制の強化 

・危機管理体制の強化  ・復旧・復興体制の整備 

産業・雇用 

・企業誘致   ・商業の振興 

・若者・女性の就労機会の確保 ・農業の振興 

・企業への雇用助成・雇用促進支援 ・起業促進 

環境美化・保全 
・資源のリサイクルや再利用  ・ゴミの発生量の抑制 

・省エネルギー、新エネルギー対策 ・不法投棄対策 

交通・住環境 
・公共交通の充実   ・空き家対策の充実 

・若者への定住・移住促進  ・道路整備・改修 

行財政 
・効率的な財政運営  ・行政サービスの質の向上 

・市職員数の削減   ・事業整理 

市民協働 
・参加しやすい運営上の工夫 ・まちづくり活動の情報提供・ＰＲ 

・市民の意見聴取   ・団体活動への支援の充実 

 


